ボランティア論２−２

外国人児童・生徒のための就学サポート（第４回）

担当：田村太郎

石の上にも３年が限界。
１）グループ内でのリサーチの共有（グループワーク）

· 前回足りなかった部分のリサーチ結果について、グループ内で共有します。
· 次回と次々回、リサーチ内容のすぐれているグループのものを、全体で共有します。共有の方法は、別途案内します。

２）学校教育法と外国人学校の現状（レクチャー）

＜学校教育法＞　昭和２２年にできた学校と教育課程について定めた法律。

第１条　この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

第２条　学校は、国、地方公共団体および私立学校法第３条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。

第３条　学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第４条　学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

　1．公立又は私立の大学及び高等専門学校　→　文部科学大臣

　2．市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

　　　→　都道府県の教育委員会

　3．私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園　→　都道府県知事
第83条 第１条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第82条の２に規定する専修学校の教育を行うものを除く。）は、これを各種学校とする。

· 「日本の学校」とは、学校教育法第１条の学校を指すので「一条校」と呼ばれる。「一条校」になれば、私学並みの補助金や寄付控除などが受けられる。

· 「一条校」は、カリキュラムなど文部科学省などの基準に従わなければならない。独自の方針で教育したいなどの理由から、そのほかの要件を満たしていても「一条校」になることを避ける外国人学校も多い。（朝鮮学校など）

· 各種学校も含め、継続的な経営が必要であるという観点から、自前の校舎をもたなければならない（賃貸は不可）など、学校として認められるには一定の条件がある。
＜学校教育法施行規則＞

第六十九条   　学校教育法第五十六条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 一  　外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

（以下略）

＜文部科学省告示第四号＞

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第六十九条第一号の規定に基づき、外国において学枚教育における十二年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件（昭和五十大年文部省告示第百五十三号）の一部を次のように改正する。

　　平成十五年一月十九日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣　河村　建夫

　第三号の次に次の一号を加える。

四　我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における十二年．の課程を修了したとされるものを除く。）と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた別表第三に掲げる教育施設の当該課程を修了した者で、第二号の準備教育を行う牒租を修了し、かつ、十八歳に達したもの

　別表第二の次に次の一表を加える。

別表第三　（第四号関係）
	名称
	位置

	コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　真岡校
	栃木県

	ニスコーラ・パラレロ　太田校
	群馬県

	エスコーラ・パラレロ　東村校
	群馬県

	コレﾑジオ・ピタゴラス・ブラジル　太田校
	群馬県

	エスコーラ・パラレロ　伊那校
	長野県

	コレﾑジオ・ピタゴラス・ブラジル　長野校
	長野県

	インスチツート・エドカショナル・エマヌエウ
	岐阜県

	エスコーラ・ブラジレイラ・プロフェソール・カワセ
	岐阜県

	ソシエダーデ・エドカショナル・ブラジリアン・スクール
	岐阜県

	エスコーラ・ブラジレイラ・デ・ハママツ
	静岡県

	コレﾑジオ・ピタゴラス・ブラジル　浜松校
	静岡県

	エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊田校
	愛知県

	エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊橋校
	愛知県

	エスコーラ・サンパウロ
	愛知県

	エスコーラ・ネクター
	愛知県

	コレﾑジオ・アウレオ
	愛知県

	コレﾑジオ・ピタゴラス・ブラジル　半田校
	愛知県

	エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　鈴鹿校
	三重県

	コレﾑジオ・ラティーノ・デ・シガ
	滋賀県


ブラジル人学校の状況　　『ジャーナル・トゥード・ベン』（２００４年）
 学校数　７０校　ブラジル政府教育省公認の学校数　　３３校
 生徒数　８，０００人　

　　　　　うち、AEBJ（在日ブラジル学校連合）に所属すもの　６，０００人＊
読売新聞　静岡版(2005年8月20日)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news001.htm

●南米系初の学校法人に 浜松「ムンド・デ・アレグリア」(2005年8月20日)

　ペルーの踊りで認可祝う

　県は１９日、浜松市卸本町のペルー人学校「ムンド・デ・アレグリア」（松本雅美理事長）を準学校法人として認可した。県によると、南米系外国人学校の認可は全国初という。同校はＮＰＯ法人による運営で、資金確保に苦しんできたが、今後は県から補助を受けられるようになる。認可を受け、同校は今月末にＮＰＯ法人を解散し、９月１日に学校法人を設立する。

　同校は２００３年２月に設立された。親の仕事で日本に移り住んできたペルー人やブラジル人の子供たちに、母国語のスペイン語やポルトガル語で教育を行っている。日本語による公立学校の授業についていけないなどの理由で不就学となる子供たちの受け皿になっており、現在、最も多いペルー人５２人を始め、ブラジル、アルゼンチン、ボリビアの３歳〜中学生の男女８１人が６学級に分かれて学んでいる。

　ただ、当初４万６０００円だった授業料を親が払えずに不就学となるケースも後を絶たず、子供の数が１４人に減ったこともあった。３度の値下げを行い、現在は幼稚園と小学生が月額１万５０００円、中学生が同２万円で運営している。

　このため、浜松市は、同校が０４年１２月に南米系外国人学校として全国で初めて各種学校の認可を受けたことから、１４５万円の補助金支出を決めたほか、地元のスズキやヤマハなど、外国人労働力が不可欠な企業も約２０００万円を寄付するなど支援している。

　認可を受け、この日、同校で祝典が開かれ、日本語と母国語を交えた子供の司会で進行。松本理事長が「念願の認可を県から受けた。これで子供たちの教育を受ける機会が確保される」とあいさつした。

　子供たちがペルーの山岳地方の踊りなどを披露したほか、親手作りの料理などを関係者に振る舞い、法人認可を祝った。（2005年8月20日  読売新聞）

PAGE  
3

